
令和８年６月11日 

 

飯田市議会議長 竹村 圭史 様 

 

産業建設委員長 小林 真一 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

本委員会は、地方自治法第109条第８項並びに飯田市議会会議規則第98条第１項及び第

104条の規定により、行政執行の監視機能の充実と政策提言等を目指し、下記の事項につい

て調査することを決定しましたので申し出ます。 

 

記 

 

１ 調査事項 

飯田市水道事業経営戦略の見直し（水道料金の改定）について 

 

２ 理由 

水道料金の改定は、市民生活への影響が大きいことから調査研究活動を行い、委員間

の討議及び協議の深化を図りながら、閉会中になお継続調査を行う必要があるため。 

 


